
 
 
 令和５年度 第４回 千葉県医療審議会 医療対策部会 議事概要 

 

１．日時    令和５年１２月１９日（火）午後６時から午後６時５０分まで 

２．開催方法  オンライン開催    

３．出席者 

（委員：総数２１名中１７名出席） 

  金江委員、今井委員、松岡委員、吉田委員、木村委員、亀田委員、 

金坂委員、佐藤委員、澤井委員、横手委員、角南委員、寺口委員、 

諏訪委員、藤澤委員、森嶋委員、菊池委員、吉野委員（順不同） 

 （県職員：６名出席） 

健康福祉部 鈴木貴士保健医療担当部長 

舘岡聰次長（兼）健康危機対策監 

医療整備課 井本義則課長 

菊地美香副参事（兼）医師確保・地域医療推進室長 

    健康福祉政策課 向浩士副参事（兼）政策室長 

  病院局 経営管理課 山口秀之主幹（兼）医師・看護師確保対策室長 

 

４．会議次第 

（１）開会 

（２）千葉県保健医療担当部長挨拶 

（３）議事 

・千葉県保健医療計画の一部改定について（医師の確保に関する事項）【協議】 

・医師の時間外労働規制に係る特定労務管理対象機関の指定について【協議】 

（４）閉会 

 

５．議事概要 

（１）千葉県保健医療計画の一部改定について（医師の確保に関する事項） 

 〇事務局説明 

資料１―１、資料１－１（別紙）、資料１－２により事務局から説明 

 〇意見・質疑応答 



 
 

（委員） 

「医師少数県などの区分けをする際に、医師の人数は頭数で数えられていて

年齢とかが考慮されていない」という意見を聞いたことがある。「人数はいるが

実は皆６５歳以上の医師で、救急医療や小児医療において、夜間対応ができな

い。実態を反映していないのではないか。」という悲鳴に近い意見を聞いたこと

もある。実態は、さらに厳しい状況になっている可能性もある。医師偏在の対

策を考える際に、フルに活躍できる人、あるいはご高齢になってある部分だけ

担える人、そういうところも考慮して対応をしていくのがこれからの姿だとそ

れを聞いて思ったが、千葉県としてのご意見を伺いたい。 

（事務局） 

   高齢化が進んでいるのは事実で、先ほど言ったように平均年齢も特に診療所

が上がっているのは事実。 

医師偏在指標は、単純に人口１０万人あたりの医師数を算定しているわけで

はなく、医師の性や年齢で労働時間を踏まえて医師の労働力の量を換算して算

定している。また、そこにお住まいの皆さんの年齢構成等で医療需要を計算し

それを割り算しており、データ的には医師偏在指標は高齢化の状態を反映して

いると思う。しかし、実際は、とある医療機関には高齢の医師が多いなどの偏

りがあるということも、今のお話を聞いて感じた。その辺のことを考えながら

施策を打っていく必要があると思っている。 

（委員） 

よく理解できた。重要な点なのでこれからもよろしくお願いしたい。 

 

（委員） 

   特に周産期医療と小児医療に関して、医師がかなり少なく危機的に思ってい

る。医師の働き方改革の推進を進めるには、一つの医療機関にある程度集約化

していくという方向性があると思う。患者数が少ない医療機関もあるという話

も聞くので、ある程度集約化してそこに患者さんをまとめていくような施策が

必要だと思うがそのあたりはどうお考えか。 

（事務局） 

   集約化というと、そこに住んでいる住民にとっては、近所の医療機関がなく



 
 

なるというのはかなり大きなことなので、やるとしてもかなり慎重に進めてい

く必要があると思っている。 

政策医療分野については、例えば周産期母子医療センターと産科、新生児科

医の関係でいうと、既に修学資金生に関しては政策医療分野コースを設け、な

るべく産科や新生児科医になりたい方には、地域要件を満たす小さな病院に行

くのではなく周産期母子医療センターに勤めるとか、また救急科についても救

命救急医療センターのある病院に誘導をすることをしている。物理的な集約化

ではないがそれに近いことを千葉県では既にやっていると思っている。繰り返

しになるが集約化ということになるとかなりハレーションが大きい話なので慎

重にやっていく必要があると思っている。 

（委員） 

状況はわかりますが、上手な医療のかかり方の理解促進とともに、地域医療の

ことを地域の住民たちが知っていただくことが非常に重要だと思う。 

その中で全部が共倒れになるのではなく、やはり地域住民がそういったことも併

せて一緒に考えるという姿勢が必要ではないかと思うのでよろしくお願いしたい。 

 

（２）医師の時間外労働規制に係る特定労務管理対象機関の指定について 

  本協議にあたっては、協議対象となる４医療機関の関係者の発言を認めないこ

ととした 

〇事務局説明 

  資料２により「千葉大学医学部附属病院」について事務局から説明 

 〇意見・質疑応答 

  なし 

〇事務局説明 

資料２により「総合病院国保旭中央病院」について事務局から説明 

 〇意見・質疑応答 

  なし 

〇事務局説明 

資料２により「日本赤十字社 成田赤十字病院」について事務局から説明 

 〇意見・質疑応答 



 
 
  なし 

〇事務局説明 

資料２により「船橋市立医療センター」について事務局から説明 

 〇意見・質疑応答 

  なし 

 

６．閉会 午後６時５０分 


